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まちづくり
　座談会

みなさんのご意見をお聞かせください

日　程 会　場 時　間

７月 ２日 
（木） 鷹山地区コミュニティセンター

午後７時30分
～９時まで

７月 ３日 
（金） 鮎貝地区コミュニティセンター

７月22日 
（水） 十王地区コミュニティセンター

　上記以外の地区につきましては、現在日程を調整中です。決
定次第お知らせいたします。
　お住まいの地区以外の会場に参加していただいても結構です
ので、ぜひご参加ください。

　今年度から町と各地区コミュニティセンターと共催で開催い
たします。
　町長、副町長、教育長、町の課長が各地区にお伺いし、主要
課題について説明します。地域の課題や町政全般について、み
なさんのご意見をお聞かせください。

■問い合わせ
　企画政策課情報係　☎85－6121

平成 28年１月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要となります。

マイナンバーは国の行政機関
や地方公共団体などにおい
て、社会保障、税、災害対策
の分野で利用されます。

社会保障関係の手続

など　

税務関係の手続

など　

災害対策

など　

・社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書等へのマイナ
　ンバーの記載が必要となります。
・事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険
　の手続きを行うことになります。
・税の手続きにおいて、証券会社、保険会社などの金融機関から
　もマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバー制度実施の流れ
平成29年７月

地方公共団体等も含めた情
報連携を開始

平成29年７月

個人ごとのポータルサ
イト（マイナポータル）
の運用開始

平成28年1月

マイナンバーの利
用開始

平成27年10月以降

住民票の住所に
通知

年金の資格取得や確認、給付

雇用保険の資格取得や
確認、給付

ハローワークの事務

医療保険の給付の請求

福祉分野の給付、生活保護

税務署に提出する
確定申告書、

届出書、法定調書などに記載

都道府県・市町村に
提出する申告書、

給与支払報告書などに記載

被災者生活再建支援金の給付

防災・災害対策に関する事務

被災者台帳の作成事務

【詳細はこちら】
公式サイト「マイナンバー」　　　　　公式 Twitter 「内閣官房社会保障改革担当室（番号制度）」
コールセンター☎ 0570 － 20 － 0178

検索

マイナンバー（社会保障・税番号）とは
国民一人ひとりがもつ 12桁の番号です。

いよいよ

マイナンバー制度が始まります。


